
 

韮崎市老人福祉センター指定管理者の候補者の選定について 

 

韮崎市老人福祉センター指定管理者の候補者については、指定管理者選定委員会における審査結果

を踏まえ、次のとおり選定しました。 

なお、指定管理者の指定については、本年１２月市議会の議決を経た後に行います。 

１公の施設の名称 韮崎市老人福祉センター 

２指定の期間 令和 8 年４月１日～令和１3 年３月３１日 

３応募団体数 １団体 

４指定管理者の 

候補者 

名 称：社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会 

所在地：韮崎市大草町若尾１６８０番地 

５候補者の選定 

理由 

審査にあたっては、管理運営の基本方針、管理運営の内容、管理のための

人的・物的能力、利用者等への対応、安定的な運営のための経済的基盤の５

項目で審査基準に基づいて総合的に評価し、選考を行った結果、これまでの

実績について考慮したうえで、適切に施設を管理運営できる団体であると判

断し、上記団体を選定した。 

 

① 申請団体は、現指定管理者であり、各職員は業務経験が豊富で、また、 

教育研修が確立さており、人的・物的能力に問題はないと判断される。 

② これまでの管理実績等から、適切に施設を管理できる団体であると判断

し、指定管理者の候補者として適当と認められる団体であると評価された。 

③ ボランティアセンターとしての機能も十分であり、ボランティア団体の 

支援やマッチングなど積極的に行われている。 

④ 独自事業として、児童・生徒等に対する、食事の提供を目的とした子ど 

も食堂の開催や学習支援など、子どもを支える居場所として機能すること 

に期待し、評価された。 

 

６ 指定管理者選

定委員会の概

要 

・委員会の構成 

  委員長  長谷川尚樹 韮崎市副市長 

副委員長 結城 正剛    韮崎市総務課長 

委  員 杉本 保   学識経験者 

    中山 友江   〃 

    山寺 直美   〃 

    志村 浩男      〃 

    清水 秀樹 韮崎市秘書人事課長 

    根津 昭彦    韮崎市財務政策課長 

     保坂 由美    韮崎市長寿介護課長（主管課長） 

・審査日時等 第１回：（令和７年８月２0 日） 

募集要項、選定基準及び選定方法の決定 

       第２回：（令和７年１０月 15 日、１６日） 

申請書類等の審査、企画提案評価、選定結果内容、答申内

容等の検討 

 


